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教
育
委
員
会
学
校
教
育
課
（
内
線
７
２
１
）

平
成
１８
年
度 

市
立
幼
稚
園
児
募
集

　

市
教
育
委
員
会
で
は
、
平
成
１８
年
度

市
立
幼
稚
園
児
の
募
集
を
、
次
の
と
お

り
行
い
ま
す
。

　

入
園
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
申
込
用

紙
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
９
月
５

日
㈪
か
ら
１５
日
㈭（
土
・
日
を
除
く
）
の

開
園
時
間
中
に
、
各
幼
稚
園
へ
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

※
募
集
要
項
と
申
込
用
紙
は
、
各
幼
稚
園
、

教
育
委
員
会
学
校
教
育
課
、
教
育
委
員

会
中
山
分
室
・
双
海
分
室
に
あ
り
ま
す
。

■
入
園
資
格

○
３
歳
児　

平
成
１４
年
４
月
２
日
〜

　
　
　
　
　

平
成
１５
年
４
月
１
日
出
生

○
４
歳
児　

平
成
１３
年
４
月
２
日
〜

　
　
　
　
　

平
成
１４
年
４
月
１
日
出
生

○
５
歳
児　

平
成
１２
年
４
月
２
日
〜

　
　
　
　
　

平
成
１３
年
４
月
１
日
出
生

※
市
内
に
在
住（
住
民
登
録
）
を
し
て
い
る

幼
児
。

※
保
護
者
が
責
任
を
も
っ
て
送
迎
で
き
、

集
団
生
活
が
可
能
な
幼
児
。

■
通
園
地
域

　

小
学
校
区
を
原
則
と
し
ま
す
が
、
北

山
崎
幼
稚
園
・
中
山
幼
稚
園
は
、
南
山

崎
校
区
・
双
海
地
区
校
区
を
含
み
ま
す
。

な
お
、
各
園
の
応
募
状
況
に
よ
っ
て
は
、

教
育
委
員
会
で
調
整
す
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

■
入
園
費
用

○
入
園
料　

５
，
０
０
０
円

○
保
育
料　

６
，
０
０
０
円
／
月

※
料
金
は
改
定
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

■募集園児数

幼稚園名 ３歳児 ４歳児 ５歳児

北山崎幼稚園
☎９８２ー３１７９ ２０人 １９人 ４人

からたち幼稚園
☎９８２ー４２０２ ３５人

伊予幼稚園
☎９８２ー４２０１ ２０人 １５人 １１人

中山幼稚園
☎９６７ー１２６６ ２０人 ２５人 ２７人

【
課
長
級
】

○
総
務
部
財
政
監
理
課
長
松
村
英
友

（
産
業
建
設
部
産
業
経
済
課
長
）
○

総
務
部
税
務
課
長
井
手
窪
作
男
（
中

山
地
域
事
務
所
総
務
調
整
課
長
）
○

民
生
部
健
康
保
険
課
長
松
村
ひ
ろ

み
（
民
生
部
健
康
保
険
課
主
幹
兼
保

健
セ
ン
タ
ー
所
長
）
○
産
業
建
設
部

産
業
経
済
課
長
玉
井
照
良
（
総
務
部

税
務
課
長
）
○
産
業
建
設
部
都
市
建

設
課
主
幹
駒
澤
一
憲
（
双
海
地
域
事

務
所
産
業
建
設
課
長
）
○
双
海
地
域

事
務
所
産
業
建
設
課
長
矢
野
上
茂
義

（
民
生
部
健
康
保
険
課
長
）
○
中
山

地
域
事
務
所
総
務
調
整
課
長
高
本
幸

男
（
総
務
部
財
政
監
理
課
長
）

【
主
幹
級
】

○
総
務
部
企
画
情
報
課
主
幹
長
尾
雅

典
（
総
務
部
財
政
監
理
課
主
幹
）
○

総
務
部
財
政
監
理
課
主
幹
森
田
誠
司

（
双
海
地
域
事
務
所
総
務
調
整
課
主

幹
）
○
民
生
部
福
祉
課
主
幹
三
ツ
井

守
恵
（
産
業
建
設
部
産
業
経
済
課
主

幹
）
○
民
生
部
健
康
保
険
課
主
幹
兼

保
健
セ
ン
タ
ー
所
長
福
田
孝
雄
（
民

生
部
健
康
保
険
課
主
幹
）
○
民
生
部

健
康
保
険
課
主
幹
武
田
淳
一
（
行
政

委
員
事
務
局
主
幹
）
○
産
業
建
設
部

産
業
経
済
課
主
幹
亀
岡
泰
三
（
民
生

部
健
康
保
険
課
主
幹
）
○
産
業
建
設

部
都
市
建
設
課
主
幹
野
島
康
博
（
水

道
課
主
幹
）
○
行
政
委
員
事
務
局
主

幹
出
来
和
人
（
総
務
部
財
政
監
理
課

主
幹
）
○
双
海
地
域
事
務
所
産
業
建

設
課
主
幹
上
坂
博
一
（
産
業
建
設
部

都
市
建
設
課
主
幹
）
○
教
育
委
員
会

社
会
教
育
課
主
幹
松
田
文
一
（
総
務

部
税
務
課
主
幹
）
○
教
育
委
員
会
社

会
教
育
課
主
幹
米
湊
誠
二
（
教
育
委

員
会
双
海
分
室
主
幹
）

【
主
査
級
】

○
総
務
部
税
務
課
主
査
渡
辺
悦
子

（
民
生
部
健
康
保
険
課
主
査
）
○
双

海
地
域
事
務
所
総
務
調
整
課
主
査
野

島
孝
美
（
総
務
部
税
務
課
主
査
）
○

双
海
地
域
事
務
所
保
健
福
祉
課
主
査

岡
市
裕
二
（
産
業
建
設
部
都
市
建
設

課
主
査
）
○
双
海
地
域
事
務
所
市
民

生
活
課
主
査
篠
崎
輝
美
（
民
生
部
市

民
生
活
課
主
査
）
○
双
海
地
域
事
務

所
産
業
建
設
課
主
査
森
脇
隆
（
双
海

地
域
事
務
所
市
民
生
活
課
主
査
）
○

中
山
地
域
事
務
所
保
健
福
祉
課
主
査

久
田
弘
子
（
民
生
部
福
祉
課
主
査
）

○
中
山
地
域
事
務
所
産
業
建
設
課
主

査
仲
田
由
岐
子
（
産
業
建
設
部
都
市

建
設
課
主
査
）
○
教
育
委
員
会
学
校

教
育
課
主
査
向
井
裕
臣
（
総
務
部
企

画
情
報
課
主
査
）

職
員
の
人
事
異
動

　

７
月
１
日
付
け
で
職
員
の
人
事
異

動
を
行
い
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

※
主
査
級
以
上
、（　

）
は
前
職
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伊予市役所☎９８２－１１１１（代）中山地域事務所☎９６７－１１１１（代）　双海地域事務所☎９８６－１１１１（代）

上水道当直水道指定工事事業者
◆土・日曜日、祝日の上水道の故障など緊急業務は、
次の当直水道指定工事事業者にご相談ください。

月 日 指定工事事業者 電　　話

８

６㈯ Ｋ．シマダ 下吾川 ９８３－６５５３

７㈰ ㈲港南設備 稲　荷 ９８２－４４８７

１３㈯ 佐伯工業所 灘　町 ９８３－１２４４

１４㈰ ㈱佐々木工業所 湊　町 ９８３－０４５０

２０㈯ 武智水道工業㈱ 上三谷 ９８２－１２６８

２１㈰ ㈲島邦産業 灘　町 ９８２－７３３２

２７㈯ 豊田設備 下吾川 ９８２－６８６７

２８㈰ 友澤設備 大　平 ９８２－１３８１

９
３㈯ 西岡建材㈱ 下吾川 ９８３－１５９８

４㈰ ㈲ハヤタ設備工業 上吾川 ９８３－０３９８

※中山地区、双海地区の簡易水道をご利用の方は、次の指定
工事事業者にお問い合わせください。

　中山地区　㈲升田金物店　☎９６７－００６７
　　　　　　㈲田中興業　　☎９６７－０５５８
　　　　　　㈱中山建設　　☎９６７－１０３５
　双海地区　藤岡工業㈱　　☎９８６－０３５０

福
祉
課
（
内
線
５
２
６
）

『
人
権
擁
護
委
員
』
で
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
を
！

福
祉
課
（
内
線
５
３
９
・
５
５
６
）

児
童
扶
養
手
当
な
ど
の
『
現
況
届
』
を
お
忘
れ
な
く

督
・
保
護
し
て
い
る
養
育
者（
児
童

が
入
所
し
て
い
な
い
こ
と
）

○
支
給
月
額

◇
対
象
児
童
１
人
に
つ
き

　

１
級
／
５
０
，
９
０
０
円

　

２
級
／
３
３
，
９
０
０
円

特
別
障
害
者
手
当

○
必
要
書
類　

認
印
、
年
金
証
書
、
年

金
額
改
定
通
知
書
な
ど

○
対
象
者　

２０
歳
以
上
で
、
身
体
又
は

精
神
障
害
が
重
複
し
た
重
度
の
障
害

者
で
、
日
常
生
活
で
常
に
特
別
の
介

護
が
必
要
な
方（
在
宅
の
み
）

○
支
給
月
額　

２
６
，
５
２
０
円

障
害
児
福
祉
手
当

○
必
要
書
類　

認
印
、
年
金
証
書
、
年

金
額
改
定
通
知
書
な
ど

○
対
象
者　

２０
歳
未
満
で
、
重
度
の
障

害
が
あ
る
た
め
、
日
常
生
活
で
常
に

介
護
が
必
要
な
方

○
支
給
月
額　

１
４
，
４
３
０
円

※
受
給
資
格
者
の
方
に
は
、
個
々
に
案
内

文
書
を
送
付
い
た
し
ま
す
の
で
、
確
認

の
上
、
届
け
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
受
給
資
格
が
あ
っ
て
も
届
け
出
が
な
い

と
、
今
年
度
か
ら
の
手
当
が
受
け
ら
れ

な
く
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
『
現
況
届
』
の
受
け
付
け
を
、
次
の
と

お
り
行
い
ま
す
。

■
日
時　

８
月
１７
日
㈬
、
１８
日
㈭
、

　

９
時
〜
１６
時

■
場
所　

市
民
会
館
１
階
会
議
室

■
手
当
の
種
類

児
童
扶
養
手
当

○
必
要
書
類　

証
書
、
認
印
な
ど

○
対
象
者　

父
と
生
計
が
同
一
で
な
い

１８
歳
未
満
の
児
童
を
監
督
・
保
護
す

る
母
、
ま
た
は
養
育
し
て
い
る
母
以

外
の
方（
児
童
と
同
居
し
、
監
督
・
保

護
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
生
計
を
維

持
し
て
い
る
方
）

○
支
給
月
額

◇
児
童
が
１
人
の
場
合

　

全
額
支
給
／
４
１
，
８
８
０
円

　

一
部
支
給
／
所
得
に
応
じ
て
４
１
，

８
７
０
円
か
ら
９
，
８
８
０
円
ま
で

の
１０
円
き
ざ
み
の
額

◇
児
童
が
２
人
の
場
合
／
５
，
０
０
０

円
加
算

◇
以
下
１
人
増
え
る
ご
と
に
／
３
，

０
０
０
円
加
算

特
別
児
童
扶
養
手
当

○
必
要
書
類　

証
書
、
認
印
、
在
学
証

明
書
な
ど

○
対
象
者　

精
神
障
害
や
身
体
障
害
を

持
つ
２０
歳
未
満
の
児
童
を
家
庭
で
監

　

人
権
擁
護
委
員
は
、
皆
さ
ん
の
毎
日

の
暮
ら
し
の
中
に
起
こ
る
さ
ま
ざ
ま
な

問
題
（
家
庭
内
や
近
隣
間
の
も
め
ご
と

等
）
の
相
談
に
の
っ
て
く
れ
ま
す
。
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
市
内
の
人
権
擁
護
委
員
（
敬
称
略
）

○
大
西
養
子
（
米
湊
）

☎
９
８
２
ー
１
６
４
０

○
高
橋
恒
範
（
上
吾
川
）

☎
９
８
２
ー
３
３
３
５

○
播
田
裕
子
（
稲
荷
）

☎
９
８
２
ー
５
０
７
０

○
宮
内
幹
男
（
灘
町
）

☎
９
８
２
ー
０
９
０
９

○
吉
澤
三
千
久
（
上
唐
川
）

☎
９
８
２
ー
６
３
２
６

○
皆
川
宮
子
（
上
野
）

☎
９
８
２
ー
２
５
９
１

○
藤
本
友
良
（
中
山
町
佐
礼
谷
）

☎
９
６
８
ー
０
１
２
３

○
高
橋
敏
（
中
山
町
中
山
）

☎
９
６
７
ー
１
０
８
８

○
竹
田
一
男
（
双
海
町
串
）

☎
９
８
７
ー
０
４
１
２

○
清
田
和
美
（
双
海
町
上
灘
）

☎
９
８
６
ー
０
４
２
４
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市
民
生
活
課
（
内
線
５
３
６
）

４
月
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す

国
民
年
金
の
『
特
別
障
害
給
付
金
制
度
』

＝市内の街頭犯罪等発生状況＝
（６月中）

発　生 累　計 前 年 比

侵 入 盗 ７件 ３２件 ＋ １ 件

自 動 車 盗 ０件 ３件 ー ４ 件

オートバイ盗 ６件 １５件 ＋ １ 件

自 転 車 盗 ９件 ３８件 ー ９ 件

車上ねらい ８件 ３３件 ± ０ 件

安全は 一人ひとりの 意識から
安心は 人のつながり 地域から

健
康
保
険
課
（
内
線
５
５
４
）

非
課
税
世
帯
の
方
は
申
請
に
よ
り

入
院
時
の
食
事
代
等
が
減
額
さ
れ
ま
す

　

平
成
１７
年
度
の
市
民
税
が
非
課
税
世

帯
の
方
は
、
申
請
す
る
こ
と
に
よ
り
、

入
院
時
の
食
事
代
（
７０
歳
以
上
の
方
は
、

医
療
機
関
窓
口
で
支
払
う
患
者
負
担
限

度
額
も
含
む
）
が
軽
減
さ
れ
る
『
国
民

健
康
保
険
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
（
平
成
１７
年
８
月
１
日
か

ら
有
効
）』
を
交
付
し
ま
す
。

　

現
在
、
交
付
さ
れ
て
い
る
認
定
証

は
、
７
月
３１
日
で
期
限
が
切
れ
て
い
ま

す
の
で
、
８
月
中
に
再
度
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

■
窓
口
に
持
参
す
る
も
の

○
国
民
健
康
保
険
証

　

国
民
年
金
制
度
の
発
展
の
過
程
に
お

い
て
生
じ
た
特
別
な
事
情
に
よ
り
、
障

害
基
礎
年
金
等
を
受
給
し
て
い
な
い
障

害
者
の
方
を
対
象
と
し
た
福
祉
的
措
置

と
し
て
、
平
成
１７
年
４
月
１
日
か
ら
、

『
特
別
障
害
給
付
金
制
度
』
が
創
設
さ

れ
ま
し
た
。

■
対
象
者

①
平
成
３
年
３
月
以
前
の
国
民
年
金
任

意
加
入
対
象
者
で
あ
っ
た
学
生

②
昭
和
６１
年
３
月
以
前
の
国
民
年
金

任
意
加
入
対
象
者
で
あ
っ
た
被
用
者

（
厚
生
年
金
、
共
済
組
合
等
の
加
入
者
）

の
配
偶
者

　

以
上
の
い
ず
れ
か
の
方
で
、
国
民
年

金
に
任
意
加
入
し
て
い
な
か
っ
た
期
間

内
に
初
診
日
が
あ
り
、
現
在
、
障
害
基

礎
年
金
１
、
２
級
相
当
の
障
害
に
該
当

す
る
方
。

　

た
だ
し
、
６５
歳
以
上
の
方
は
、
６５
歳
に

達
す
る
日
の
前
日
ま
で
に
、
当
該
障
害

状
態
に
該
当
さ
れ
た
方
に
限
ら
れ
ま
す
。

　

な
お
、
障
害
基
礎
年
金
や
障
害
厚
生

年
金
、
障
害
共
済
年
金
な
ど
を
受
給
で

き
る
方
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

■
支
給
額

１
級　

月
額
５
万
円

２
級　

月
額
４
万
円

※
障
害
者
手
帳
の
等
級
と
は
異
な
り
ま
す
。

○
所
得
に
よ
っ
て
支
給
制
限
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

○
老
齢
年
金
等
を
受
給
さ
れ
て
い
る
場
合

は
、
支
給
制
限
が
あ
り
ま
す
。

○
支
払
い
は
、
年
６
回
偶
数
月
で
す
。

■
ご
注
意
い
た
だ
き
た
い
こ
と

　

給
付
金
の
支
給
は
、
請
求
の
あ
っ
た

月
の
翌
月
分
か
ら
に
な
り
ま
す
。
請
求

書
の
提
出
が
遅
れ
た
場
合
に
は
、
さ
か

の
ぼ
っ
て
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
添

付
書
類
が
す
べ
て
そ
ろ
わ
な
い
場
合
で

あ
っ
て
も
、
で
き
る
だ
け
早
く
請
求
書

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

○
高
齢
受
給
者
証
（
お
持
ち
の
方
の
み
）

○
認
印

○
お
手
持
ち
の
「
標
準
負
担
額
減
額
認

定
証
」（
平
成
１６
年
度
交
付
者
の
み
）

○
入
院
が
９０
日
を
超
え
る
方
は
、
領
収

書
な
ど
の
入
院
日
数
が
確
認
で
き
る

も
の

○
老
人
医
療
該
当
の
方
は
、「
老
人
医

療
受
給
者
証
」
と
「
健
康
保
険
証
」

※
１
月
１
日
以
降
に
転
入
さ
れ
た
方
は
、
１

月
１
日
現
在
に
あ
っ
た
住
所
地
の
市
県

民
税
課
税（
所
得
）
証
明
書（
家
族
全
員
分
）

が
必
要
で
す
。

　本年１０月１日現在で、全国一斉に国勢調

査が行われます。この調査は、大正９年か

ら５年ごとに行われており、日本に住んで

いるすべての方が対象となる最も基本的な

統計調査です。

　調査の結果は、福祉対策、雇用対策、住

宅対策、防災対策などを行うための基礎資

料となりますので、皆さんのご協力をお願

いします。

※１０月１日前後に世帯全員が長期間不在

になる方は、市役所企画情報課までご連

絡ください。

■お問い合わせ　企画情報課（内線５８８）へ。

１０月１日は

国勢調査の日
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伊
予
消
防
署
☎
９
８
２
ー
０
６
５
７

子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
夏
の
思
い
出
の
一
つ

花
火
は
正
し
い
使
い
方
で
！

■伊予市管内の火災と救急出場件数（６月末日現在）

種別 ５月分 累計（１月から）

火 災

件 数

本庁 １

２

本庁 １１

１５中山 １ 中山 ２

双海 ０ 双海 ２

救急出場

件 数

本庁 １１７

１４７

本庁 ７１８

９５４中山 １６ 中山 １０７

双海 １４ 双海 １２９

☎
火災・救急　➡　１１９

火　　災
救急病院

  案内 ９８２－５９５９

消
防
署
は
な
ぜ
１１９
番
？

　

夏
に
な
る
と
、
全
国
各
地
で
花
火
大

会
が
開
催
さ
れ
、
夜
空
に
咲
く
大
輪
の

花
に
、
皆
さ
ん
酔
い
し
れ
る
こ
と
と
思

い
ま
す
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
大
会
の
裏
方
で

働
く
プ
ロ
の
花
火
師
で
さ
え
、
入
念
な

準
備
や
注
意
を
し
て
い
て
も
、
時
折
、

事
故
が
発
生
し
て
い
る
の
は
否
め
な
い

事
実
で
す
。

　

こ
う
し
た
こ
と
は
お
も
ち
ゃ
花
火
に

も
言
え
る
こ
と
で
、
火
薬
の
量
が
少
な

い
か
ら
と
い
っ
て
誤
っ
た
遊
び
方
を
す

る
と
、
重
大
な
事
故
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

「
正
し
く
使
っ
て
楽
し
い
花
火
！
」

を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

○
お
も
ち
ゃ
花
火
に
は
「
Ｓ
Ｆ
マ
ー
ク
」

が
あ
り
ま
す
。
規
格
表
示
さ
れ
た
も

の
を
購
入
し
ま
し
ょ
う
。

○
花
火
の
種
類
に
よ
っ
て
点
火
方
法

が
異
な
り
ま
す
。
説
明
書
を
よ
く
読

み
、
火
を
点
け
る
た
め
の
ロ
ー
ソ
ク
、

蚊
取
り
線
香
な
ど
を
準
備
し
、
消
火

用
バ
ケ
ツ
も
用
意
し
て
お
き
ま
し
ょ

う
。

○
花
火
は
音
や
光
を
発
し
ま
す
。
人
の

迷
惑
に
な
ら
な
い
場
所
や
時
間
を
選

び
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

○
花
火
を
す
る
周
囲
は
、
燃
え
や
す
い

も
の
の
な
い
広
い
場
所
で
行
い
ま

し
ょ
う
。
ま
た
、
風
の
強
い
と
き
は
、

花
火
を
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ

う
。

○
子
ど
も
は
好
奇
心
が
旺
盛
な
た
め
、

よ
く
誤
っ
た
遊
び
方
を
す
る
も
の
で

す
。
必
ず
大
人
が
付
き
添
い
ま
し
ょ

う
。

　

こ
う
し
た
楽
し
い
お
も
ち
ゃ
花
火

も
、
火
災
原
因
の
一
つ
で
す
。
遊
ん
だ

後
は
必
ず
消
火
を
確
認
し
、
ゴ
ミ
は
持

ち
帰
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　

電
話
に
よ
る
火
災
通
報
が
開
始
さ
れ

た
の
は
明
治
２０
年
の
末
で
、
当
時
、
電

話
局
で
は
緊
急
優
先
の
取
り
扱
い
を
し

て
い
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
目
的
を
十

分
に
果
た
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

大
正
６
年
４
月
１
日
、
火
災
報
知
専

用
電
話
が
東
京
で
制
度
化
さ
れ
ま
し
た

が
、
火
災
の
通
報
は
当
初
、
有
料
だ
っ

た
た
め
、
往
々
に
し
て
火
災
通
報
の
機

会
を
逃
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、

大
正
８
年
４
月
１
日
か
ら
は
す
べ
て
の

火
災
報
知
通
話
料
が
無
料
で
扱
わ
れ
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

手
動
交
換
方
式
か
ら
自
動
交
換
方
式

に
移
行
し
た
の
は
、
大
正
１５
年
１
月
２０

日
。
当
初
は
、
ダ
イ
ヤ
ル
時
間
が
短
い

の
で
「
１１２
番
」
に
し
ま
し
た
が
、
不
慣

れ
な
た
め
誤
接
が
多
く
、
昭
和
２
年
か

ら
地
域
番
号
局
番
の
第
１
数
字
と
し
て

使
わ
れ
な
い（
９
）
を
採
用
し
、「
１１９
番
」

が
誕
生
し
ま
し
た
。

―
―

１１９
番
に
い
た
ず
ら
電
話
を
す
る

と
犯
罪
に
な
る
？

　

消
防
法
第
４４
条
に
、「
火
災
発
生
の

虚
偽
の
通
報
ま
た
は
傷
病
者
に
係
る
虚

偽
の
通
報
を
し
た
者
は
、
３０
万
円
以
下

の
罰
金
ま
た
は
拘
留
に
処
す
る
」
と
定

め
ら
れ
て
お
り
、
犯
罪
と
な
り
ま
す
。

　

消
防
署
の
１１９
番
は
、
あ
ら
ゆ
る
火
災

事
象
に
対
応
す
る
た
め
、
通
報
者
を
特

定
で
き
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
シ
ス

テ
ム
に
な
っ
て
お
り
、
い
た
ず
ら
電
話

の
主
を
特
定
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ

て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
い
た
ず
ら
電
話

に
よ
り
本
当
の
火
災
通
報
が
妨
げ
ら

れ
、
出
動
ま
で
に
時
間
を
要
し
、
結
果
、

最
悪
の
事
態
を
招
く
こ
と
に
も
な
り
か

ね
ま
せ
ん
。
い
た
ず
ら
電
話
は
絶
対
に

し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。


